
電話

(第 2

(第 1

(第 2

24 ～ 年度

④＝②×③ 9,000 9,000 9,000

　総　事　業　費 ①＋④ 69,066 69,000 69,000

人  件  費
（概算）

3,000

1.00

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

① 合　計 60,066 60,000 60,000

② 人　数（年間） 1.00 1.00

 地方債 27,000 27,000 27,000
直接事業費

 国支出金 30,000 30,000 30,000

 道支出金

 その他特財

 一般財源 3,066 3,000

【３ 費用の予定額 】 （単位：千円）

【事業費の推移】 22年度予定額 23年度予定額
24年度以降の予定額

毎年度（参考値）

手
　
　
段

※ 市が行う事務事業の具体的な実施内容（補助等の場合は、団体の活動内容）

平成22年度
　南公園を主に便益施設、運動施設、遊戯施設等の処分制限期間を超過したもの、又は危険
度判定調査等で改善が必要と判断されたものの改修を行う。
　　事業費　６０，０６６千円

平成23年度
　広島工業団地公園を主に休養施設、便益施設、運動施設等の処分制限期間を超過したも
の、又は危険度判定調査等で改善が必要と判断されたものの改修を行う。
　　事業費　６０，０００千円

平成24年度
以　　　降

　竹葉公園を主に休養施設、便益施設、運動施設等の処分制限期間を超過したもの、又は危
険度判定調査等で改善が必要と判断されたものの改修を行う。
　　事業費　６０，０００千円

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

北広島市内都市公園の利用者及び公園施設

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　公園施設の機能保全・安全性の確保等、都市公園における安全・安心対策を緊急かつ計画
的に実施し、子供や高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を推進
する。

【２ 計　画 】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 環境と共生する快適なまち

節） 自然と緑と公園

施策） みんがが憩える公園・緑地づくり

　市街地の防災性や公園施設の安全性の確保に関し、公園施設の処分制限期間を超過したもの、又は危険度判定調査
等で改善が必要と判断されたもので、「公園施設長寿命化計画」に基づき適切に維持管理されている施設の改築、改
修を実施する。

事務事業開始年度 Ｈ２２
根拠法令等 都市公園法第２条の３

〃  終了予定年度

別紙 ５　　　　平成２１年度 事務事業評価調書（新規用）
北広島市

整理番号 １６ 事務事業名
都市公園安全・安心対策緊急総合

支援事業
作成部署 建設部都市整備課 ７５１

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 加戸　博史 課長職名 相馬　正人 作成日 平成21年11月30日

【１ 事務事業の概要 】 



単位

公園

① 公園

②

③

④

①

②

③

評点

■ □

■

□

□

■

□

□

総　合　判　定 説　　　　　明　（内部評価委員会の意見）

　実施する 　公園施設の安全性の確保に関し、処分制限期間を超過したもの、又は危険度判定調査等
で改善が必要と判断されたものを改築、改修することは必要であるが、優先度を十分検討
し実施すべきである。

　再検討（見送り）

　実施しない

【事業担当部局による説明】
　市内の都市公園は、相当年数を経た公園施設が多くあり老朽化が進んでいる。また、現
在の設置基準に合わない施設もあるため、当該事業を活用し施設の改修更新を図る。

【６ 総合判定と説明 】

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はほとんどなく、市で実施していく。

民間等での実施または市民等との協働が可能であり、検討していく。

民間等で実施または協働して取り組んでいく。

緊
急
性

・すぐに実施する必要があるか
　（緊急度合）
・熟度は高まっているか

４
　市内の公園に設置されている施設は、３０年以上経過
しているものが多々あり、老朽化が進んでいるため早急
に実施する必要がある。

評点区分 　　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

４
　当該事業は改築、改修等の実施に対し新たに創設され
た補助事業を活用しており、公園施設長寿命化計画に基
づき効率的に執行される事業である。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

－
　都市公園は誰でも自由に利用できる施設であることか
ら、受益者負担は馴染まない。

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

４
　都市公園法で都市公園の管理は地方公共団体の設置に
係る公園にあっては，当該地方公共団体が行うとしてさ
れており、市が行う事業である。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

４
　公園の管理者として、設置されている施設の適切な維
持管理をし、利用者が安全・安心して利用できる公園施
設を提供するためには有効な事業である。

【５ 評　価 】

チ ェ ッ ク 項 目 選択理由、説明等

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標 【指標の定義（算式等）】

11 100

改築・改修済公園／対象全体公園

改築・改修実施率
％

4 7

活 動
指 標

改築・改修公園数 4 4 4 102

基 本
指 標

改築・改修公園数 4 4 4 114

指　　　標　　　名 22年度目標 23年度目標 24年度目標 最終目標

整理番号 １６【４ 指　標 】

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値


